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 定期報告書（抜粋） 

 （注）本書は2023年5⽉31⽇に提出した定期報告書から対外秘情報を削除したものです。 

 2023年5⽉31⽇ 

 経済産業⼤⾂殿 

 住所  251 Little Falls Drive, Wilmington 
 DE, 19808 United States 

 法⼈名    Meta Platforms, Inc. 
 法⼈番号 6010401129670 
 代表者の⽒名  Mark E.  Zuckerberg 

 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律（以下「法」とい 
 う。）第９条第１項の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 1  デジタルプラットフォームの名称 
 Facebook（Messengerを含む）、Instagram 

 2  デジタルプラットフォーム提供者及びその代表者の⽒名 
 Meta Platforms, Inc., Mark E.  Zuckerberg 

 3  デジタルプラットフォーム提供者の主たる事業所の所在地 
 1 Meta Way, Menlo Park, CA  94025, United States 

 ______________________________________________________________________ 

 1.  特定デジタルプラットフォームの事業の概要に関する事項 

 （１）  特定デジタルプラットフォームの事業の概要 

 FacebookとInstagramは、Meta Platforms, Inc.（以下、Meta）が提供するソーシャルネット 
 ワーキングプラットフォームであり、利⽤者同⼠がつながり、コンテンツを共有する場所で 
 す。また、これらのソーシャル・ネットワーキング・プラットフォーム（メッセージングサー 
 ビスであるMessengerを含む）は広告の表⽰にも使⽤され、それが第三者企業に販売されてお 
 り、表⽰される広告は各利⽤者の好みに合わせてパーソナライズされています。 

 （２） 特定デジタルプラットフォーム事業の規模に係る数値について 
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 ① 法第４条第１項の事業の規模を⽰す指標に係る数値として⼗分に合理的なもの 

 （略） 

 ＜数値の取得⽅法に係る説明＞ 

 （略） 

 ② 国内の商品等提供利⽤者の数 

 （略） 

 ＜数値の取得⽅法に係る説明＞ 

 （略） 

 ③  その他特定デジタルプラットフォームの事業に関する数値  1 

 2023年3⽉31⽇時点のMeta's Family of Apps（Facebook、Instagramを含む）の全世界での⽉間 

 アクティブ利⽤者数（MAP）  2  は38億1,000万⼈で、前年⽐で5％増加しました。同じくデイ 

 リーアクティブ利⽤者数（DAP）  3  は2023年3⽉の平均で30億2,000万⼈となり、2022年3⽉か 

 ら5％の増加となりました。 

 ２.  特定デジタルプラットフォームについての苦情の処理及び紛争の解決に関する事項 

 （１）  商品等提供利⽤者からの苦情及び紛争の件数 

 （略） 

 ＜数値の取得⽅法に係る説明＞ 

 （略） 

 3  Meta  は、  測  定  ⽇  に、  弊  社  の  ウェ  ブ  サ  イ  ト  ま  た  は  モ  バ  イ  ル  機  器  を  通  じ  て  Facebook  ま  た  は  Meta  が  運  営  す  る  そ  の  他  の 
 サービスに登録かつログインした状態でアクセスした利⽤者を、デイリーアクティブ利⽤者と定義します。 

 2  Meta  は、  測  定  ⽇  の  過  去  30  ⽇  間  に、  弊  社  の  ウェ  ブ  サ  イ  ト  や  モ  バ  イ  ル  端  末  を  通  じ  て  Facebook  な  ど  Meta  が  運  営  す  る  そ  の 
 他のサービスに登録かつログインした状態で訪れた利⽤者を、⽉間アクティブ利⽤者と定義します。 

 1  これらの数値は、Metaの  2023年第1四半期決算短信  に掲載されています  。 
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https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2023/q1/Meta-03-31-2023-Exhibit-99-1-FINAL-v2.pdf
https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2023/q1/Meta-03-31-2023-Exhibit-99-1-FINAL-v2.pdf


 （２）  苦情及び紛争の主な類型 

 （略） 

 （３）  苦情及び紛争の処理期間の平均期間  4 

 （略） 

 ＜数値の取得⽅法に係る説明＞ 

 （略） 

 （４）苦情および紛争の結果の概要 

 （略） 

 ３.  法第5条第1項から第4項までの規定に基づく開⽰の状況に関する事項  5 

 （１） 利⽤者に開⽰した提供条件の内容 

 Metaは、広告配信事業に適⽤されるすべての条件を、商品等提供利⽤者に対してわかりやすく 

 開⽰します。このような規約は⽇本語で提供され、以下のリンクから常にアクセスすることが 

 できます。 

 (i)  ⼀般条項 

 (a)  ⼀般的な規約（商品等提供利⽤者と⼀般利⽤者の双⽅に適⽤） 

 ●  サービス  利⽤規約：本規約は、Facebook、Messengerおよびその他の  Meta 製品 

 の  利⽤について規定  するものです。 

 ●  Instagram利⽤  規約：本規約は、Instagramのあらゆる利⽤について規定するもの 

 です。 

 ●  プライバシーポリシー  ：このポリシーは、Metaがどのような情報を収集し、そ 

 の情報をどのように使⽤し、製品間で共有するかを説明するものです。 

 5  本  報  告  書  に  お  い  て、  以  降  の  法  の  条  ⽂  は、  「特  定  デ  ジ  タ  ル・  プ  ラッ  ト  フォー  ム  の  透  明  性  及  び  公  正  性  の  確  保 
 に関する法律」に規定された条⽂を指します。 

 4  2022年10⽉から2023年3⽉までの期間のデータに基づきます。 
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https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/help/1561485474074139?ref=tos
https://www.facebook.com/help/1561485474074139?ref=tos
https://help.instagram.com/581066165581870
https://www.facebook.com/policy.php


 ●  Facebookコミュニティ規定  ：  このガイドラインは、Facebookに投稿されるコン 

 テンツやFacebook上での活動に関するMetaの基準、すなわちFacebook上で何が 

 許され、何が許されないかを概説するものです。 

 ●  インスタグラムコミュニティガイドライン  ：  本ガイドラインは、Instagramに投 

 稿されるコンテンツおよびInstagram上での活動に関するMetaの基準を概説する 

 ものです。 

 ●  ページ、グループ、およびイベントのポリシー  ：  これらのガイドラインは、 

 Facebookページ、グループ、イベントを作成または管理する場合、または 

 Facebookプラットフォームがプロモーションを伝達または管理するために使⽤ 

 される場合に適⽤されます。 

 ●  Meta商⽤利⽤規約  ：  本規約は、広告、Meta製品上でのアプリの運⽤、測定サー 

 ビスの利⽤、ビジネスのためのグループやFacebookページの管理、商品やサー 

 ビスの販売など、商⽤またはビジネス⽬的のためにMeta製品にアクセスまたは 

 使⽤する場合に適⽤されます。 

 ●  Meta  プラットフォーム利⽤規約  ：  本規約は、ウェブサイト運営者やアプリ開発 

 者などの第三者が、⼀連のツール（API、SDK、コード、プラグインなどの技 

 術）、コンテンツ、サービスにアクセスし、Metaとの機能開発、Metaへのデー 

 タ提供、Metaからのデータ受け取りを⾏う場合に適⽤されます。 

 (b)  広告固有の条件、およびポリシー 

 ●  広告規定  ：  Metaの製品に広告を掲載する際に、どのような広告コンテンツが許 

 可されるかを規定するポリシーです。 

 ●  セルフサービス広告利⽤規約  ：  本規約は、Business ManagerまたはAds 

 Managerなどのセルフサービス型広告インターフェースを使⽤して、広告または 

 その他の商業活動もしくはスポンサー活動またはコンテンツを作成、送信、また 

 は配信する場合に適⽤されます。 

 ●  国別（⽇本向けを含む)の広告規定  ：  本規定は、⽇本国内の⼀部の⼤⼝の商品等 

 提供利⽤者に適⽤され、セルフサービス広告規約（上記参照）に組み込まれす。 

 これらの取引は⽇本国内で⾏われたものとみなされ、Facebook Japan株式会社 

 が広告契約の契約当事者となります。 
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https://www.facebook.com/communitystandards
https://help.instagram.com/477434105621119
https://www.facebook.com/page_guidelines.php
https://www.facebook.com/legal/commercial_terms
https://developers.facebook.com/terms/dfc_platform_terms/
https://www.facebook.com/ad_guidelines.php
https://www.facebook.com/legal/self_service_ads_terms
https://www.facebook.com/legal/country_specific_ads_terms


 (c)  製品別利⽤規約、および関連データ規約  6 

 ●  Metaビジネスツールの利⽤規約  ：本規約は、  Meta ピクセル、コンバージョン 

 API（旧名：Server-Side API）、Facebook SDK for App Events、オフラインコ 

 ンバージョン、App Events API、Offline Events APIなどの  ビジネスツール  の使 

 ⽤、  およびデータの使⽤によるウェブサイトカスタムオーディエンス、モバイル 

 Appカスタムオーディエンス、Offlineカスタムオーディエンスの作成と使⽤に関 

 するものです。本規約は、以下に記載するデータ処理規約およびデータセキュリ 

 ティ規約を組み込んでいます。 

 ●  顧客リストのカスタムオーディエンス利⽤規約  ：  本規約は、  商品等提供利⽤者  が 

 アップロードした顧客リストデータを使⽤してオーディエンスを作成することが 

 できるカスタムオーディエンス製品の使⽤に適⽤されます。本規約は、以下に記 

 載されるデータ処理規約およびデータセキュリティ規約を包含します。 

 ●  コラボレーション広告利⽤規約  ：  本規約は、Metaが提供するコラボレーション 

 広告機能（例えば、加盟店がFacebookが承認した第三者  商品等提供利⽤者  に加 

 盟店の商品カタログ情報を提供することができるツールなど）の利⽤に適⽤され 

 るものとします。 

 ●  データ処理規約  ：  本規約は、Metaビジネスツール またはカスタムオーディエン 

 スの使⽤を通じてMetaに送信された個⼈情報に関して、Metaがデータ処理者と 

 して⾏動する場合に適⽤されます。 

 ●  データセキュリティ規約  ：  本規約は、Metaビジネスツール またはカスタムオー 

 ディエンスを使⽤してMetaに送信されたデータに関して、Metaが維持する最低 

 限のセキュリティ基準について説明するものです。 

 (d)  デベロッパーと商⽤の活動に関する規約とポリシー 

 ●  Metaプラットフォーム利⽤規約  ：  本ポリシーは、プラットフォームアプリケー 

 ションやウェブサイトの開発者または運営者、あるいは「いいね！」ボタンなど 

 のソーシャルプラグインの使⽤など、Metaの開発者プラットフォームの使⽤に 

 適⽤されます。 

 ●  開発者ポリシー  ：  本ポリシーは、Metaの開発者向けプラットフォームの使⽤に 

 適⽤されます。 

 6  このセクションで説明されていない追加の製品（アルファ版およびベータ版で提供されるものを含む）が、商品等 
 提供利⽤者に提供されることがあります。ここで提供される規約のリストに含まれているのは、広く使⽤されている 
 Meta製品に適⽤される規約です。 
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https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools
https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience
https://business.facebook.com/legal/collaborative_ads_consolidated_terms/
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update
https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms
https://developers.facebook.com/policy/
https://developers.facebook.com/devpolicy


 ●  開発者向け⽀払い規約  ：  本規約は、Facebookペイメントを使⽤するアプリケー 

 ションの開発者に適⽤されます。 

 ●  コミュニティ決済規約  ：  本規約は、Metaの製品上で、またはMetaの製品を通じ 

 て⾏われる⽀払いに適⽤されます。 

 ●  コマースポリシー  ：  これらのポリシーは、FacebookおよびInstagramで販売のた 

 めに提供される製品およびサービスに適⽤されます。 

 またMetaは、商品等提供利⽤者やその他Meta製品の商⽤利⽤者向けに、Metaのビジネスヘル 

 プセンター、プライバシーとデータ利⽤のビジネスハブ、および企業ブログでも情報を提供し 

 ています。 

 ●  Meta Business Help Centre（メタビジネスヘルプセンター  ）：  広告のトラブルシュー 

 ティング、アカウント管理、コンテンツのマネタイズ、FacebookやInstagramでの販売 

 ⽅法に関する情報を提供するメインサイトです。 

 ●  ハード・クエスチョン  ：  Facebookがサイバー攻撃や情報操作をどのように調査してい 

 るか  、  Facebookが偽アカウントをどのように対策しているか  など、Metaが直⾯する難 

 題を探り、Meta製品が社会に与える影響を取り上げるMetaの企業ブログです（英語の 

 みで閲覧可能）。 

 ●  プライバシーとデータ使⽤に関するビジネスハブ  ：  このサイトでは、規約やポリシーへ 

 のリンク、製品の詳細情報など、データとプライバシーに関連する多くのリソースを提 

 供しています。 

 ●  リード獲得広告の利⽤規約とセキュリティについて  ：FacebookやInstagramでのリード 

 獲得広告の運⽤について、より詳しく解説しています。 

 (ii)  当該特定デジタルプラットフォームの提供を拒絶することがある場合における拒 
 絶するかどうかを判断するための基準  （  法第5条第2項第1号イ） 

 以下に説明するように、ポリシー違反、ネガティブなユーザーフィードバック、⽀払い 

 の不履⾏、必要とされる事業者認証の不備など、さまざまな理由により、  商品等提供利 

 ⽤者  によるFacebookまたはInstagramへの広告の掲載が制限される場合があります。こ 

 れらについては、以下のセクションでより詳細に説明します。 

 ポリシー違反 

 Metaは、広告がキャンセルさ  れたり、却下されたり、または  広告アカウントが終了する 
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https://developers.facebook.com/policy/credits
https://www.facebook.com/payments_terms
https://www.facebook.com/policies_center/commerce
https://www.facebook.com/business/help
https://about.fb.com/news/category/hard-questions/
https://about.fb.com/news/2018/11/investigating-threats/
https://about.fb.com/news/2018/11/investigating-threats/
https://about.fb.com/news/2019/05/fake-accounts/
https://www.facebook.com/business/m/privacy-and-data#Terms-and-Policies
https://www.facebook.com/business/help/829597887147190?id=735435806665862


 可能性がある状況においては、  商品等提供利⽤者  に対して、明確な情報を提供してお 

 り、上記3(1)(i)(b)（広告固有の条件、およびポリシー）に記載されているMetaの広告規 

 定およびポリシーにこの情報が記載されています。特に、Metaの広告規定に従わない場 

 合、広告の却下またはキャンセルという形で、「サービスの拒否」につながる可能性が 

 あるという事実に注意を払う必要があります。  また、弊社の規約およびポリシーに違反 

 した場合、広告アカウント、ページ、ビジネスマネージャーおよび/または個々の利⽤者 

 アカウントの無効化など、さらなる強制措置がとられる可能性があります。 

 広告規定の施⾏ 

 Metaの広告審査システムは、広告が公開される前にすべての広告を審査するように設計 

 されています。このレビューはほぼ⾃動化されていますが、これらのシステムの構築と 

 トレーニング、そして場合によっては⼈的に広告をレビューするチームがいます。 

 広告の審査は通常24時間以内に完了し、広告が公開された後も含め、再度審査すること 

 ができます。審査の結果、広告は却下されるか、掲載が許可されるかのどちらかになり 

 ます。広告が却下された場合、  商品等提供利⽤者  は、新しい広告クリエイティブを使⽤ 

 するか、却下された広告を修正して新しい広告を作成するか、または広告が誤って却下 

 されたと考える場合は、再度審査を依頼できます。Metaは、  商品等提供利⽤者  に対し 

 て、広告規定の適⽤⽅法および広告規定違反を回避する⽅法に関する情報を  透明性セン 

 ターの広告規定の紹介のページ  で提供しています。 

 Metaの広告規定の3項に詳しく記載されているように、Metaは広告レビューシステムを 

 使⽤しており、広告やビジネス資産をMetaのポリシーに照らして⾃動的にレビューしま 

 す。この審査では、画像、動画、テキスト、ターゲティング情報などの広告の構成要素 

 や、広告のリンク先などがチェックされます。 

 Metaは、個々の広告の審査に加えて、過去の広告却下の回数や、弊社の広告審査プロセ 

 スを回避しようとする試みを含む違反の種類の重⼤性など、  商品等提供利⽤者  の⾏動を 

 審査し調査することがあります。 

 また、Metaは、商品等提供利⽤者の状況に応じて、当該商品等提供利⽤者による広告掲 

 載を制限する場合があります。例えば、商品等提供利⽤者が以下に該当する場合です。 
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https://transparency.fb.com/en-gb/policies/ad-standards/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpolicies_center%2Fads
https://transparency.fb.com/en-gb/policies/ad-standards/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpolicies_center%2Fads


 ●  Metaのポリシーに著しく、または繰り返し違反した場合。 

 ●  Metaの審査プロセスおよび施⾏措置を回避した、または回避しようとしている 

 場合。 

 ●  不正なユーザーアカウントを使⽤してビジネス資産を設定してMetaの製品テク 

 ノロジー上で広告を実⾏している場合。 

 ●  他の不正な資産に接続されている、または既に拒絶されたビジネス資産と同様の 

 挙動を⽰すビジネス資産を管理している場合。 

 悪質な広告の多くは、危険なアカウントや偽のアカウントから発信されています。Meta 

 は、  コミュニティ規定施⾏レポート  （最新版は英語のみ）に⽰されているように、Meta 

 のプラットフォームからこれらのアカウントを削除するために多額の投資を⾏っていま 

 す。 

 また、Metaは、以下の場合にも広告規制を適⽤することがあります。 

 ●  Metaビジネスアカウントまたは広告アカウントがハッキングされ、または不正 

 な⽬的のために使⽤されていると判断された場合。 

 ●  商品等提供利⽤者  が、セキュリティ強化のために必要な⼆段階認証の要件を満た 

 せなかった場合。 

 ページの感想や購⼊経験のフィードバック 

 また、Metaは、⼀般利⽤者のページフィードバック及び⼀般利⽤者からの購⼊経験に基 

 づいて、  商品等提供利⽤者  へのサービス提供を拒否する場合があります。これらの 

 フィードバックは、  商品等提供利⽤者  の「ページフィードバック」及び「ビジネスアカ 

 ウントフィードバック」のスコアに反映されます。ネガティブなフィードバックは  商品 

 等提供利⽤者  の品質が低いことを⽰すと考えられるため、そのページからの広告掲載を 

 可能とし続けるべきか、またはそもそもその  商品等提供利⽤者  による広告掲載を可能と 

 し続けるべきかを決定する場合があります。ページのフィードバックスコアが⼀定の閾 

 値を下回ると、Metaはそのページに関連する広告キャンペーンの実⾏を却下することが 

 あります。フィードバックのスコアに寄与する要因や、  商品等提供利⽤者  が広告掲載や 

 プラットフォームを通じて⼀般利⽤者にその他のサービスを提供する能⼒にフィード 

 バックスコアが与える影響に関する詳細は、こちらのMetaビジネスヘルプセンター の 

 ページでご確認いただけます：  ページのフィードバックや購⼊体験が広告やコマースの 

 パフォーマンスに与える影響について  。 
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https://transparency.fb.com/data/community-standards-enforcement/?source=https%3A%2F%2Ftransparency.facebook.com%2Fcommunity-standards-enforcement
https://www.facebook.com/business/help/108127923199330
https://www.facebook.com/business/help/108127923199330


 ⽀払いの不備 

 FacebookやInstagramでの広告掲載のための⽀払⽅法が失敗した場合、または商品等提 

 供利⽤者のプリペイド残⾼が広告キャンペーンの開始または継続に⼗分でない場合、 

 Metaは⽀払額が⽀払われるまで広告を⼀時停⽌してサービスの提供を拒否することがで 

 きます。また、状況によっては、広告アカウントが無効化されることもあります。Meta 

 広告の⽀払い⽅法に関する詳細は、この  ビジネスヘルプセンターのページ（Facebook 

 広告で利⽤できる⽀払い⽅法）  に記載されており、⽀払いに失敗した際のトラブル 

 シューティングについては、この  ビジネスヘルプセンターのページ（⽀払いに失敗した 

 ために広告アカウントが停⽌された場合のトラブルシューティング）  に記載されていま 

 す。 

 ビジネス認証の失敗 

 商品等提供利⽤者  が  特定のMetaテクノロジーやデベロッパー機能にアクセスできるよう 

 になる前に、Metaは、当該商品等提供利⽤者が該当ドメインの属する国に登録されたエ 

 ンティティであること、および認証を受ける利⽤者が商品等提供利⽤者の適切な権限を 

 持つ代表者であることを確認する必要があります。ビジネス認証を必要とする機能の例 

 としては、バッジされた（正式な）Metaビジネスパートナーとしての申請や参加、 

 Meta デベロッパープラットフォームにおける上級アクセス権の取得などが挙げられま 

 す。認証されない商品等提供利⽤者は、これらの技術や機能にアクセスできないことに 

 なります。 

 さらに、商品等提供利⽤者  が  認証プロセス中に虚偽または誤解を招く情報を提供した場 

 合、または代理⼈として許可されていないビジネスを主張し認証を受けようとした場 

 合、あるいはMetaの認証審査システムを回避しようとした場合、Metaはそのビジネス 

 の認証を妨げ、そのビジネスの認証状態を削除し、アカウントに追加の措置を講じるこ 

 とができます。  ビジネス認証プロセスの詳細  、および  ビジネス認証プロセスに関する問 

 題のトラブルシューティングについて  は、ビジネスヘルプセンターのページをご参照く 

 ださい。 

 (iii)  当該特定デジタルプラットフォームの提供に併せて商品等提供利⽤者に対して⾃ 

 ⼰の指定する商品若しくは権利を購⼊すること⼜は⾃⼰の指定する他の役務の有償の提 
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https://www.facebook.com/business/help/212763688755026?id=160022731342707
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https://www.facebook.com/business/help/2342133782492969?id=180505742745347
https://www.facebook.com/business/help/2342133782492969?id=180505742745347


 供を受けることを要請する場合におけるその内容及び理由  （  法第5条第2項第1号ロ） 

 Metaは、FacebookまたはInstagramに広告を掲載する前提として、商品等提供利⽤者に 

 対して、弊社の製品またはサービスの購⼊を要求することはありません。Facebookま 

 たはInstagramへの広告掲載を希望する商品等提供利⽤者は、FacebookのPageを開設す 

 るか、Instagramのビジネスプロフィールを作成するか、またはそのためにFacebookの 

 ビジネスアカウントを開設する必要がありますが、Metaの製品またはサービスの購⼊を 

 要求されるものではありません。 

 ビジネス⽬的でFacebookやInstagramのアカウントを開設し、Metaのプラットフォーム 

 に広告を掲載する⽅法の詳細については、以下をご参照ください。 

 Instagramでビジネスを始める  （英語のみ閲覧可能）：ビジネス⽬的でInstagramアカウ 

 ントを始める⽅法について、より詳しい情報が欲しい利⽤者向けのランディングページ 

 です。例えば、ビジネスアカウントの作成⽅法、Instagramでの投稿の作成とブーストの 

 ⽅法、Instagramでのショップの設置やクリエイターとのコラボレーションなどの情報 

 が掲載されています。 

 オンラインでのビジネスプレゼンスを確⽴する  ：Metaのプラットフォームを利⽤して、 

 ビジネスの認知度を⾼め、顧客を⾒つけ、オンライン売上を増加させるために、ビジネ 

 スのオンラインプレゼンスを構築する⽅法についての詳細情報を提供するサイトです。 

 Meta広告の配置について  ：このページでは、Metaのプラットフォーム（フィード、ス 

 トーリー、リール、アプリ、サイト、Oculusなど）で利⽤できるさまざまな種類の配置 

 について詳しく説明しています。 

 (iv)  当該特定デジタルプラットフォームにより提供される場において、⼀般利⽤者が 

 検索により求める商品等に係る情報その他の商品等に係る情報に順位を付して表⽰する 

 場合における、当該順位を決定するために⽤いられる主要な事項  （  法第5条第2項第1号 

 ハ） 

 Metaは、⾃社のプラットフォームに表⽰する広告を決定する際、(i)  商品等提供利⽤者  が 

 選択したターゲットオーディエンス、(ii)機械学習モデルによる広告オークションプロセ 

 スの組み合わせにより決定します。 
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https://business.instagram.com/getting-started?locale=en_GB
https://www.facebook.com/business/goals/create-online-presence
https://www.facebook.com/business/help/407108559393196?id=369787570424415&ref=fbb_adsmanager_products


 商品等提供利⽤者  は、Metaのセルフサービスツールを通じてターゲットオーディエンス 

 を選択し（例えば、特定の年齢または性別のカテゴリーを選択することにより）、ま 

 た、  商品等提供利⽤者  が持つ⾃⾝の顧客に関する情報（例えば、電⼦メールアドレス） 

 を使⽤してカスタマイズオーディエンスを作成することもできます。この情報は、以下 

 に詳述する広告オークションプロセスで使⽤されます。 

 Metaは、グローバルな⾃動広告オークションシステムを実⾏し、どの広告を⾃社のプ 

 ラットフォームで誰に表⽰するか（Metaが⾃社の製品およびサービスに関して実⾏する 

 広告がある場合は、それを含む）を決定します。各広告インプレッションについて、 

 Metaの広告オークションシステムは、広告の最⾼⼊札額と広告パフォーマンスに基づい 

 て、実⾏する最適な広告を選択します。このプロセスでは、Metaテクノロジー全体のす 

 べての広告が互いに競争し、弊社のシステムが成功する可能性が最も⾼いと判断した広 

 告がオークションを勝ち抜きます。広告オークションシステムは、以下の組み合わせに 

 よって決定される全体的なスコアに基づいて、表⽰される⼊札者を選択します：(i)⼊札 

 価格、(ii)推定アクション率（広告を⼈に⾒せることで、  商品等提供利⽤者  が望む結果に 

 つながる確率）、(iii)広告の質。つまり、⼊札価格は、落札者を選ぶ唯⼀の基準ではあ 

 りません。また、クリックベイトおよびエンゲージメントベイトによって引き起こされ 

 たアクションは、推定アクション率にカウントされません。 

 Metaは、  商品等提供利⽤者  に対して、ターゲットオーディエンスの選択⽅法、広告オー 

 クションプロセスの仕組み、および機械学習モデルが、プラットフォーム上で⼀般利⽤ 

 者に表⽰される広告の決定にどのように使⽤されているかについて、明確な情報を提供 

 します。これらの情報の⼀部は、以下のページでご覧いただけます。 

 オーディエンスについて  ：このページでは、  商品等提供利⽤者  に対して、広告に適した 

 オーディエンスをターゲットにする⽅法について詳しく説明します。厳格なパラメータ 

 を使⽤する特定ターゲットと、  商品等提供利⽤者  が主にMetaの広告配信システムに依存 

 して広告に最適なオーディエンスを⾒つける広域ターゲットの両⽅が含まれています。 

 広告オークション  ：このページでは、Metaの広告オークションシステムと落札の⽅法に 

 ついて説明します。また、  商品等提供利⽤者  がより⾼い落札確率を得るために、⼊札額 

 を上げる、ターゲットを絞るなど、⼊札における位置づけを⼯夫するためのヒントも紹 

 介します。 
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 広告オークションについて  ：このページでは、広告オークションの開催時期、オーク 

 ションの参加者、落札者の決定⽅法について、⼊札価格、推定アクション率、広告の品 

 質と落札者の決定⽅法との関連性など、より詳細な情報を提供します。 

 Facebookは広告の配信でどのように機械学習を利⽤しているのか  ：このページでは、 

 Metaがどのように機械学習を広告オークションプロセスに組み込んで表⽰する広告を決 

 定しているのか、特に推定アクション率と広告品質スコアの⽣成に役⽴つ情報を提供し 

 ます。 

 (v)  当該特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供データを取得し、⼜は使 

 ⽤する場合における当該商品等提供データの内容及びその取得⼜は使⽤に関する条件 

 （  法第5条第2項第1号⼆） 

 Metaが収集する広告商品データの種類、およびMetaによる当該データの使⽤⽅法に関 

 する条件は、  Meta ビジネスツール利⽤規約  に  規定されています。  また、弊社のツール 

 を使⽤してカスタムオーディエンスを作成するために、⾃社ユーザーのハッシュ化され 

 たデータを弊社に送信することを希望する  商品等提供利⽤者  は、弊社の  顧客リストのカ 

 スタムオーディエンス利⽤規約  に同意する必要があります。  その他の適⽤される規約 

 は、上記3(1)(i)(b)において説明されています。 

 商品等提供利⽤者  は、Metaのビジネスツールを使⽤してMetaに特定のデータを送信す 

 ることにより、データのマッチング、分析の実施、ターゲットオーディエンスの設定な 

 ど、弊社の技術の様々な機能を利⽤することができます。  商品等提供利⽤者  が弊社のビ 

 ジネスツールを通じて送信することができる情報は、以下のとおりです：(i)連絡先、(ii) 

 イベントデータ（広告主のウェブサイトまたはアプリへの訪問者の様々なオンライン活 

 動に関するデータ）、(iii)コンバージョンデータ（広告主の顧客が「アプリのダウン 

 ロード」「購⼊」「ビデオの視聴」など、定義した⽬的に対して取った⾏動に関する 

 データ）。これらの情報は、マッチング、ターゲットオーディエンスの設定、測定・分 

 析の⽬的で使⽤されます。 

 なお、Metaは、  Meta Business Suite  （すなわち、Meta Ads reporting  、Ads Manager、 

 Meta Events Managerを含む製品またはツールのグループ）を通じて、広告主または代 

 理店に対して、キャンペーンに関するデータを提供する場合があることを公開していま 
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 す。また、Metaは、広告費またはパフォーマンスに関するデータをAds Managerツール 

 で開⽰しています。 

 (vi)  商品等提供利⽤者が当該特定デジタルプラットフォーム提供者の保有する商品等 

 提供データを取得し、⼜は当該特定デジタルプラットフォーム提供者をして当該商品等 

 提供データを他の者に提供させることの可否並びに当該商品等提供データの取得⼜は提 

 供が可能な場合における当該商品等提供データの内容並びにその取得⼜は提供に関する 

 ⽅法及び条件（  法第5条第2項第1号ホ） 

 上記で述べたように、Metaは、  Meta Business Suite  を通じて、広告主や代理店に対し 

 て、キャンペーンに関するどのデータを提供することができるかを公開し、Ads 

 Managerツールにおいて広告費またはパフォーマンスに関するデータを開⽰していま 

 す。 

 Meta Business Suite  は、  商品等提供利⽤者  がMetaのプラットフォーム上で⾏う様々な 

 マーケティングやPR活動の管理、およびそれらに関連する様々な測定データを得るた 

 めにアクセスできるワンストップのオンラインサイトです。Meta Business Suiteは、す 

 べての  商品等提供利⽤者  が利⽤可能であり、  商品等提供利⽤者  は、広告のパフォーマン 

 スやFacebookおよびInstagramにおけるビジネスプロフィールに関する知⾒を得るため 

 に利⽤することができます。Metaは  商品等提供利⽤者  によるMeta Business Suiteの利  ⽤ 

 に関して特に何らの条件も課していません。 

 広告主または広告主に代わって⾏動する代理店は、Ads ManagerおよびMeta Business 

 Suiteにあるその他のツールにアクセスでき、アカウント保持者はアカウント権限を使⽤ 

 して、これらのツールに代理でアクセスできる⼈を決定できます。 

 これについては、以下のMetaビジネスヘルプセンターの記事で詳しく解説しています。 

 Meta Business Suiteのインサイトについて  ： このページでは、  商品等提供利⽤者  が⾃ 

 社のソーシャルメディアパフォーマンスを把握し、リソース配分を戦略的に変更するた 

 めの基礎資料として活⽤する⽅法について説明します。例えば、FacebookやInstagram 

 のリーチ状況や、投稿のエンゲージメントを確認することができます。 

 広告パフォーマンスを把握するためのAds Managerの使⽤について  ：このページでは、 
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 商品等提供利⽤者  が広告キャンペーンを分析するためにMetaのツールを使⽤し、広告に 

 関する意思決定に際して成果が改善されるような情報を得られるようにする⽅法につい 

 て詳細を説明します。 

 (vii)  商品等提供利⽤者が当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対して苦情の申 

 出⼜は協議の申⼊れをするための⽅法（  法第5条第2項第1号へ） 

 Metaは、商品等提供利⽤者に対して、  ビジネスヘルプセンター  のウェブサイトを提供し 

 ており、これが、様々な問題に関してトラブルシューティングの⽀援を必要とする商品 

 等提供利⽤者にとって最初の出発点となります。例えば、商品等提供利⽤者が、⾃⾝の 

 広告が誤って却下された、あるいは⾃⾝の広告アカウントが誤って制限されたと考える 

 場合、商品等提供利⽤者は、アカウント概要のアカウント品質セクションにアクセスし 

 て、決定のレビューを要求し、要求されたレビューのステータスを追跡することができ 

 ます。 

 昨年、Metaは  Metaプロチーム  というサービスを導⼊し、ビジネスの⼤きさに関係なく 

 商品等提供利⽤者に対してアップデート情報や個別のサポートを提供しています。  こ 

 のサービスは、過去6ヶ⽉以内に弊社のプラットフォームで広告サービスを購⼊したす 

 べての商品等提供利⽤者が利⽤でき、⽇本語での利⽤が可能です。本プログラムでは、 

 (i)Metaマーケティングプロ （広告によるビジネスへのインパクトを最⼤化する⽅法を 

 アドバイス）、(ii) Metaテクニカルプロ（Meta広告製品の使⽤⽅法をサポート）、(iii) 

 Metaサポートプロ（請求書や広告アカウントなど、商品等提供利⽤者が抱える問題のト 

 ラブルシューティングをライブサポート）の3つの専⾨サポートグループによる１対１ 

 のサポートを無料で提供します。 

 上記のサポートチャネルに加え、Metaでは⼤⼝の商品等提供利⽤者に対してクライアン 

 トマネージャーまたは営業担当者を配置しており、商品等提供利⽤者の問題解決に対応 

 しています。 

 Metaの広告基準に基づく不服申し⽴て⼿続きや措置の詳細については、以下のページで 

 ご確認ください。 

 広告が却下された場合の対応⽅法トラブルシューティング  ：このページでは、Metaが広 

 告を却下した場合に商品等提供利⽤者が取ることのできる⾏動について説明します。ま 
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 た、広告が却下された場合の商品等提供利⽤者への通知⽅法、広告が却下された理由の 

 確認場所についても説明します。このページでは、広告の編集や新規作成、または広告 

 が誤って却下されたと商品等提供利⽤者が判断した場合の再審査の依頼について説明し 

 ます。 

 広告利⽤の制限について  ： このページでは、商品等提供利⽤者が  弊  社の広告基準やその 

 他のポリシー、規約を遵守していない場合など、  弊  社プラットフォーム上での商品等提 

 供利⽤者の⾏動に基づき、Metaが機能上の制限を加える場合があることについて、より 

 詳細に説明しています。また、アカウントにハッキングの疑いがある場合や、商品等提 

 供利⽤者がアカウントセキュリティのための⼆段階認証の要件を満たしていない場合に 

 も、広告掲載の制限が適⽤されることがあります。 

 (viii)  特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の 

 表⽰⼜は閲覧が不正な⼿段により⾏われたものであるかどうかを特定デジタルプラット 

 フォーム提供者が判断する場合における、当該判断の基準、結果その他当該不正な⼿段 

 に関する情報を商品等提供利⽤者が取得することの可否並びに取得が可能な場合におけ 

 る当該情報の内容並びにその取得に関する⽅法及び条件並びに取得が不可能な場合にお 

 けるその理由  （  法第5条第2項第1号ト、省令  7  第6条第1号） 

 弊  社は、無効なインプレッションやその他の無効なトラフィックによる不正使⽤のリス 

 クを検出し、低減するための措置を講じています。具体的には、無効なクリックを以下 

 のように定義しています。 

 ●  広告テストを⽬的としたクリックなど、⼈間によるクリックだが純粋に広告に興 

 味を持ってなされたものではないと思われるクリック。偶発的なクリックや繰り 

 返しクリックも含まれます。 

 ●  偽アカウントによるクリック、ボットによるクリック、スクレイパーによるク 

 リック、ブラウザアドオンによるクリックなど、⼈間によるものでない、禁⽌さ 

 れた⽅法で発⽣したクリック。 

 Metaは、無効と判断されたクリックに対して課⾦することはありません。無効なクリッ 

 クに起因する料⾦については返⾦いたします。 

 7  「特  定  デ  ジ  タ  ル  プ  ラッ  ト  フォー  ム  に  お  け  る  取  引  の  透  明  性  及  び  公  正  性  の  確  保  等  に  関  す  る  法  律  施  ⾏  規  則  の  ⼀  部  を  改  正  す 
 る省令」（2021年経済産業省省令第1号）を指します。 
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 上記の対策については、こちらの  無効なクリックの検知と防⽌に関するビジネスヘルプ 

 センターの記事  で、無効なトラフィックや⼈間以外によるトラフィックについては、こ 

 ちらの  総インプレッション数に関するビジネスヘルプセンター  の記事で詳しく解説して 

 います。 

 Metaは、2023年に  Trustworthy Accountability Group  から無効なト  ラフィック（IVT）に 

 対する対策が認定されています。同様に、Facebook Japan 株式会社は、2023年に 

 JICDAQ  （⽇本デジタル広告品質・品質保証機構。  Joint Industry Committee  for Digital 

 Advertising Quality & Qualify  ）よりIVTの認定を受けています。 

 (ix)  特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の 

 表⽰による商品等提供利⽤者の信⽤若しくは名声の毀損⼜は当該場において表⽰された 

 若しくは表⽰されるべき商品等に係る情報の視認性を特定デジタルプラットフォーム提 

 供者が判断する場合における、当該判断の結果その他当該商品等提供利⽤者の信⽤若し 

 くは名声の毀損⼜は当該商品等に係る情報の視認性に関する情報を当該商品等提供利⽤ 

 者が取得することの可否並びに取得が可能な場合における当該情報の内容並びにその取 

 得に関する⽅法及び条件並びに取得が不可能な場合におけるその理由（  法第5条第2項第 

 1号ト、省令第6条第2号） 

 Metaは、商品等提供利⽤者にMeta  ブランドセーフティハブ（ブランドセーフティと適 

 合性コントロール）  へのアクセスを提供し、各商品等提供利⽤者は、  Facebookや 

 Instagramでの  広告配信先の制御など、ブランドセーフティ制御設定を管理できます。 

 商品等提供利⽤者  は、  この機能を利⽤して、⾃⾝のブランドにとって不適切なコンテン 

 ツと⼀緒に、または不適切なパブリッシャー内に広告が表⽰されるのを防ぐことができ 

 ます。 

 FacebookやInstagramで特定の種類のコンテンツと⼀緒に広告が表⽰されないようにす 

 るための、いくつかのブランドセーフティ制御があります。例えば、  商品等提供利⽤者 

 は以下のような制御をすることが可能です。 

 ●  マニュアル配置 

 ●  ブロックリスト 

 ●  トピックの除外 
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 ●  コンテンツの除外、および 

 ●  パブリッシャーの許可リスト設定 

 Metaのブランドセーフティハブ'で利⽤できる制御の詳細については、この  Meta ビジネ 

 スヘルプセンターのBrand Safety and Sustainability のページ  （英語のみ）  で説明されて 

 います。 

 さらに、Metaのブランドセーフティ問題への取り組みは、多⾯的なものです。  商品等提 

 供利⽤者  に対するブランドセーフティ管理だけでなく、パブリッシャーやクリエイター 

 などの収益化パートナーに対してもポリシーを設定し（  パートナー収益化ポリシー  、  コ 

 ンテンツ収益化ポリシー  参照）、そのポリシーに従うことを要求しています。例えば、 

 「パートナー収益化ポリシー」では、パートナーが信頼できる情報を共有すること（偽 

 情報やフェイクニュースの禁⽌）を求めており、「コンテンツ収益化ポリシー」では、 

 議論を呼ぶ社会問題や紛争、冒涜を含むコンテンツは、収益化機能を停⽌して制限する 

 ことがあるとしています。 

 また、上記で述べたように、MetaはTrustworthy Accountability Groupによる不正トラ 

 フィック対策、Facebook Japan株式会社は  JICDAQ によるブランドセーフティの認定 

 を受けています。 

 (x)  特定デジタルプラットフォームにより提供される場における商品等に係る情報の 

 表⽰の結果その他当該表⽰の効果に関する情報を商品等提供利⽤者の求めに応じて提供 

 する役務を提供する者が、当該商品等提供利⽤者に当該役務を提供するための⽅法、⼿ 

 続及び条件（  法  第5条第2項第1号ト、省令第6条第3号） 

 Metaは、広告インプレッション数や視聴時間などの広告視聴可能性指標を検証する独⽴ 

 した視聴可能性検証サービスを統合するために、第三者である広告視聴可能性検証ベン 

 ダーと提携しています。  Metaは、⽇本市場において、Moat、Integral Ad Science  、 

 DoubleVerifyを含む第三者広告検証ベンダーの利⽤可能性  （サードパーティによる 

 ビューアビリティ検証の統合とはどのようなしくみですか）  について、  商品等提供利⽤ 

 者  に開⽰しています。 

 Metaはまた、  Meta ビジネスパートナー  のリストを保持しています。Meta ビジネス 

 パートナー は、Metaがその専⾨知識を吟味した企業で、広告キャンペーンや新しいイ 
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 ンサイトの発⾒など、  商品等提供利⽤者  のビジネスの成⻑を⽀援するために利⽤可能で 

 す。 

 Metaはまた、広告キャンペーンを拡⼤・最適化するために企業と協⼒する（クリエイ 

 ティブ、オーディエンスリーチ、予算、スケジュール、レポート、管理などを⽀援す 

 る）  広告テクノロジーパートナー  のリストも保持しています。広告テクノロジーパート 

 ナーは、素材となるAPI費⽤、対象となる費⽤、対象となる配置など、特定のパフォー 

 マンス基準に基づいて選択されます。Metaビジネスパートナーサイトの上記のページに 

 は、  商品等提供利⽤者  がMeta広告テクノロジーパートナーになる⽅法、または  商品等提 

 供利⽤者  がMeta広告テクノロジーパートナーと連携する⽅法、⼿続及び条件についての 

 詳細情報が掲載されています。 

 Metaは、商品等提供利⽤者が利⽤できる第三者測定ツールに加え、商品等提供利⽤者が 

 各広告の効果を判断するための広告関連性診断ツールも提供しています。この  広告関連 

 診断に関するビジネスヘルプセンターの記事  では、このツールの詳細と、パフォーマン 

 スのよくない広告を診断するためにどのように使⽤できるかを説明しています。 

 (xi)  商品等に係る情報を表⽰すべき商品等提供利⽤者を特定デジタルプラットフォー 

 ム提供者が決定するに当たり、当該商品等提供利⽤者のデータを取得し、⼜は使⽤する 

 場合における当該データの内容及びその取得⼜は使⽤に関する条件  （  法第5条第2項第1 

 号ト、省令第6条4号） 

 上記セクション3(1)(iv)に記載されているように、Metaは、そのプラットフォームに表 

 ⽰する広告を、(a)  商品等提供利⽤者  が選択したターゲットオーディエンスと、(b) 機械 

 学習モデルによる広告オークションプロセスにより決定します。広告オークションプロ 

 セスの仕組みの詳細については、上記セクション3(1)(iv)に記載されています。 

 また、上記セクション3(1)(ii)で説明したように、Metaは  商品等提供利⽤者  に対して  ビジ 

 ネス認証  を⾏い、  商品等提供利⽤者  に対して(a)  Meta商⽤利⽤規約  、(b)  データ処理規 

 約  、(c)  データセキュリティ規約  、および特定の製品に適⽤される他の規約やポリシーに 

 従うことを求めています。ここに記載されている以外に、Metaは、広告のマッチングに 

 関して、  商品等提供利⽤者  にさらなる条件を課すことはありません。 

 (xii)  商品等提供利⽤者に対し、特定デジタルプラットフォーム提供者以外の者への当 
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 該商品等提供利⽤者のデータの提供を制限し、⼜は特定デジタルプラットフォーム提供 

 者以外の者が提供する商品等に係る情報の広告としての表⽰に関する役務の利⽤の制限 

 を⾏う場合におけるその内容及び理由（  法第5条第2項第1号ト、省令第6条第5号） 

 ⼀般的に、Metaは、  商品等提供利⽤者  が他の広告サービスプロバイダーで広告を⾏うこ 

 とを制限したり、他の広告サービスプロバイダーにデータを共有することを妨げたりは 

 しません。 

 商品等提供利⽤者  は、Metaまたは他の広告サービスプロバイダーと⾃由に広告キャン 

 ペーンを開始することができます。広告キャンペーン⽤のカスタムオーディエンスを作 

 成するために、  商品等提供利⽤者  がMetaにデータ（例：顧客リスト）を提供する場合、 

 Metaは、この  商品等提供利⽤者  が他の広告サービスプロバイダーと同じデータを共有す 

 ることを制限するものではありません。 

 （略） 

 (xiii)  特定デジタルプラットフォーム提供者が規則第6条第6号イ⼜はロに掲げる取引 

 を⾏い、⼜は⾏うことが想定される場合における当該取引の類型並びに当該特定デジタ 

 ルプラットフォーム提供者の当該取引の類型に係る事業の運営⽅法及び体制その他当該 

 事業の運営を適切に管理するための措置に関する⽅針（  法  第5条第2項第1号ト、省令第6 

 条第6号） 

 上記セクション3(1)(iv)に記載のとおり、Metaのプラットフォーム上に表⽰する広告 

 は、(a)  商品等提供利⽤者  が選択したターゲットオーディエンス、(b) 機械学習モデルに 

 よる広告オークションプロセスによるマッチングで決定されます。広告オークションプ 

 ロセスの仕組みの詳細は、上記セクション3(1)(iv)に記載されています。広告マッチング 

 に適⽤される条件は、Metaの製品の広告でもどの  商品等提供利⽤者でも  共通して⽤いら 

 れるものです。従って、省令第6条第6号の（イ）及び（ロ）に該当する取引はありませ 

 ん。 

 （２）  法第5条第3項及び第4項の規定に基づき開⽰された事項その他同条第1項から第4項まで 
 の規定に基づく開⽰の状況に関する事項 

 (i)  商品等提供利⽤者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供条件によら 

 ない取引の実施の要請に係る内容及び理由（  法第5条第3項第1号） 
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 Metaの広告サービスに適⽤される規約は、すべての商品等提供利⽤者  に  共通して適⽤さ 

 れるものです。これらの条件については、上記セクション3(1)(i)にて詳しく説明してい 

 ます。Metaは、商品等提供利⽤者にインセンティブを提供し、Metaのプラットフォー 

 ムでの広告利⽤を促進することはありますが、Metaのプラットフォーム上の  すべての  広 

 告サービスには、上記セクション3(1)(i)で説明した条件が適⽤されます。Metaがこれら 

 の条件によらない取引を要請することはありません。これらのインセンティブプログラ 

 ムの詳細については、この  広告出稿インセンティブについて  のページで確認できます。 

 (ii)  継続して当該特定デジタルプラットフォームを利⽤する商品等提供利⽤者に対す 

 る当該特定デジタルプラットフォームの提供の拒絶（当該提供の全部を拒絶する場合を 

 除く。）  に係る内容及び理由（  法第5条第3項第2号） 

 広告がMetaの広告ポリシーに違反すると判断された場合、Metaは広告を却下すること 

 ができます。また、  個々の広告に対する弊社のポリシーの施⾏に加え、Metaの規約およ 

 びポリシーに違反した場合、広告アカウント、ページ、ビジネスマネージャーおよび 

 個々のユーザーアカウントの無効化など、さらなる強制措置がとられる場合がありま 

 す。  商品等提供利⽤者  のアカウント、ページ、ビジネスマネージャーが無効化された場 

 合、  商品等提供利⽤者  はMetaのプラットフォームで広告を出すことができなくなりま 

 す。 

 Metaは、広告やビジネス資産に対する強制措置を取る際、可能な限り、  商品等提供利⽤ 

 者  に対して具体的な不承認メッセージを送信し、どのポリシーに違反したのか、これを 

 是正するために何をすればよいかを伝えるようにしています。 

 商品等提供利⽤者が  Metaの決定に同意しない場合は、上記セクション3(1)(vii)で説明し 

 たルートを通じて、不服を申し⽴てることができます。また、アカウントアクセスに関 

 する問題については、現在、⽇本の  商品等提供利⽤者  向けに⽇本語によるライブチャッ 

 トサポートを提供しています。 

 (iii)  商品等提供利⽤者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供条件の変更 

 に係る内容及び理由（  法第5条第4項第1号） 

 Metaは通常、Metaの  利⽤規約  や  セルフサービス広告利⽤規約  などの規約を更新する前 
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 には、  商品等提供利⽤者  に30⽇から60⽇の予告期間を設けています。この事前通知は、 

 通常、オンライン規約の上部にあるバナーの形で提供されます。⼀例として、弊社は、 

 Facebook Platforms, Inc.からMeta Platforms, Inc.へ  の  社名  の変更を反映し、また、弊社 

 がセルフサービス広告のインターフェースでテストを実⾏していることを明確にするた 

 めに、2023年1⽉3⽇、セルフサービス広告利⽤規約を変更しました。この変更の発効 

 前、2022年10⽉24⽇から変更の発効⽇まで、Metaは  商品等提供利⽤者  に変更を通知す 

 るためのバナーを提供しました。場合によっては、オンラインバナーに加えて、弊社 

 は、通知期間中に、Ads Managerツール内または他の  商品等提供利⽤者  と接するところ 

 （  Meta Business Suite  または  Instagram Boost  という、投稿を広告とし  てより広いオー 

 ディエンスに配信する機能など  ）で、  商品等提供利⽤者  に規約の今後の変更について通 

 知するポップアップを提供することもありました。 

 私たちは、例えば、弊社のプラットフォームのインテグリティを⾼め、私たちの利⽤者 

 をより良く保護するために、様々な理由で広告ポリシーを変更します。弊社は、そのポ 

 リシーにおいて、それらが  予告なしにいつでも変更される可能性があることを  明⽰的に 

 述べています。  しかし、実際には、Metaが商品等提供利⽤者に実質的な影響を与えると 

 予想されるポリシーの変更を予定している場合、弊社は、影響を受ける可能性のある商 

 品等提供利⽤者  に対して  、電⼦メールまたはその他の適切な⽅法により、当該変更の予 

 定を事前に通知するようにしています。 

 (iv)  継続して当該特定デジタルプラットフォームを利⽤する商品等提供利⽤者に対す 

 る当該特定デジタルプラットフォームの提供の全部の拒絶  に係る旨及び理由（  法第5条 

 第4項第2号） 

 上記セクション3(1)(ii)及び3(2)(ii) に記載のとおり、Metaは、広告が弊社の広告ポリシー 

 に違反すると判断された場合、広告を却下することができます。また、弊社の規約およ 

 びポリシーに違反した場合、広告アカウント、ページ、ビジネスマネージャーまたは 

 個々の利⽤者アカウントの無効化など、さらなる強制措置をとる場合があります。  商品 

 等提供利⽤者  のアカウント、ページまたはビジネスマネージャーが無効化された場合、 

 商品等提供利⽤者  は弊社のプラットフォームで広告を出すことができなくなります。 

 Metaは、広告やビジネス資産に対する強制措置を取る際に、  商品等提供利⽤者  に対して 

 可能な限り、どのポリシーに違反したか、またこれを是正するために何をすればよいか 

 を伝えるために、具体的な不承認メッセージを送信しています。  商品等提供利⽤者  は、 
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 Metaの規約とポリシー全てにアクセスすることができ、Metaは、  ビジネスヘルプセン 

 ター  の  広告利⽤の制限についてという記事  で、広告または広告アカウントが制限される 

 場合について  商品等提供利⽤者  が理解できるように、明確な情報を提供しています。上 

 記セクション3(1)(vii）でさらに説明したように、  Metaサポートプロ  は、  商品等提供利 

 ⽤者  がMetaの広告製品の使⽤⽅法を理解するのを⽀援するための個別サービスも提供し 

 ています。 

 ４.  法第7条第1項の規定に基づき講じた措置に関する事項 

 （１）  特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利⽤者との間の取引関係における相 
 互理解の促進を図るために構ずべき措置についての指針（令和3年経済産業省告⽰第１６号。以 
 下「告⽰」という。）2.1に⽰された⽅向性を実現するために講じた措置の具体的な内容及び当 
 該措置が当該⽅向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由。 

 ①  告⽰2.1.1①、2.1.2①に関する事項 

 上記セクション3(2)(ii)及び(iv)に記載のとおり、  Metaは、広告ビジネスに関連する規約 

 を更新する前には、⼀般的に30⽇から60⽇前に通知を⾏うようにしています。例えば、 

 2023年1⽉に  セルフサービス広告利⽤規約  を更新した際は、更新が有効になる前に更新 

 された規約を確認する⼗分な機会を提供するため、すべての商品等提供利⽤者に60⽇前 

 の通知を⾏いました。オンラインのセルフサービス広告規約の上部に通知を表⽰するだ 

 けでなく、Ads Managerと呼ばれる広告キャンペーン作成ツールでポップアップを表⽰ 

 し、商品等提供利⽤者に対して今後の変更についてさらに事前に通知しました。 

 別の例としては、Metaは、2023年2⽉に商品等提供利⽤者に対し、最近の英国の欧州連 

 合からの離脱に対応するための、  ビジネスツール利⽤規約  、  カスタマー顧客リストのカ 

 スタムオーディエンス利⽤規約  、  プラットフォーム規約  、およびデータ処理とデータ転 

 送に関連するさまざまな規約の更新について、2023年2⽉に商品等提供利⽤者に通知 

 し、これらが2023年4⽉25⽇に発効しました。これらの通知は、Ads Managerツールに 

 おいて、影響を受ける商品等提供利⽤者に提供されました。 

 同様に、弊社の広告ポリシーに⼤きな更新がある場合、弊社の⼀般的な慣⾏として、商 

 品等提供利⽤者に事前に通知して、今後のポリシーの更新と取るべき⾏動を知らせてい 
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 ます。例えば、2022年10⽉、弊社が  ⾦融・保険商品およびサービスの  広告ポリシーに 

 ⾏った更新について、商品等提供利⽤者に事前に通知し、英国内の商品等提供利⽤者が 

 特定の国をターゲットにする場合、⾦融商品およびサービスを広告する適切な認可を受 

 けていることを証明する必要があるとしました。また、このポリシーの更新を説明する 

 ビジネスヘルプセンターの記事（⾦融サービスの広告主に影響を及ぼす可能性がある認 

 証条件について）  も作成しました。 

 ②  告⽰ 2.1.1②  2.1.2②に関する事項 

 契約条件の変更 

 Metaが広告掲載条件を変更した場合、その変更は商品等提供利⽤者に対して例外なく平 

 等かつ公平に適⽤されます。 

 これまで、商品等提供利⽤者から規約の適⽤に⽭盾があるとの苦情は受けていません。 

 広告オークションシステム 

 FacebookおよびInstagramでは、表⽰されるすべての広告は、上記セクション3(1)(iv)で 

 詳述した⾃動広告オークションシステムによって決定されます。広告オークションシス 

 テムでは、落札された広告は、単に⼊札価格だけでなく、(a)⼊札価格、(b)推定アク 

 ション率、(c)広告の質に基づいて決定されます。広告オークションの仕組みの詳細は、 

 Facebookが機械学習を使って広告を配信する仕組みについて  の記事でご覧いただけま 

 す。 また、第三者広告効果測定ツール提供者との接続に関しては、セクション3(1)(x)に 

 記載の通りです。 

 ③  告⽰2.1.1③及び2.1.2③に関する事項 

 契約条件の変更について 

 上述の通り、Metaが広告掲載条件を変更した場合、その変更は商品等提供利⽤者に平等 

 かつ公平に適⽤されます。従って、セクション3(1)(xiii)に記載の通り、⾃社優遇や利益 

 相反に該当する取引はありません。 

 この点に関して、商品等提供利⽤者から苦情は寄せられていません。 

 広告のパーソナライゼーション 
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 Metaは、商品等提供利⽤者のために、より良い広告パフォーマンスを実現し、より効果 

 的な広告プラットフォームを提供するよう努めます。私たちは、商品等提供利⽤者に提 

 供する様々な広告製品を通じて、広告のターゲティング、測定、配信を継続的に改善す 

 ることを⽬指しています。 

 ⼈⼯知能（AI）に関して⾔えば、Metaはプライバシーを保護しながら公⺠権や責任あ 

 るAIの原則を製品開発プロセスに組み込んで、アルゴリズムの公正さを推進する取り組 

 みを進めています。例えば、⽶国における住宅広告の⽂脈では、より公平な⽅法で広告 

 を配信するための新しい技術を開発しました（  An Update on Our Ads Fairness  Efforts 

 英語でのみ閲覧可能）。Metaの広告提供の改善による恩恵は、すべての商品等提供利⽤ 

 者に提供されます。 

 また、Metaは、⽇本国内の商品等提供利⽤者に向け、  コミュニティ規定施⾏レポートの 

 要約  を⽇本語で公開しています。このレポートは四半期ごとに発⾏され、例えばその四 

 半期にMetaがどれだけの偽アカウントに対してアクションを起こしたかなど、Metaの 

 ポリシー施⾏に関する指標の概要を提供しています。 

 （２）  告⽰2.2に⽰された⽅向性を実現するために講じた措置の具体的な内容及び当該措置が 
 当該⽅向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由 

 ①  告⽰2.2.1①及び2.2.2①に関する事項 

 商品等提供利⽤者からの問い合わせの多さと多様性を考慮すると、Metaは、商品等提供 

 利⽤者の苦情を複数の⽅法で処理し、苦情の種類とその複雑さのレベルに応じて適切に 

 処理できるようにすることが重要であると考えています。 

 したがって、上記セクション3(1)(vii)で述べたように、Metaの  ビジネスヘルプセンター 

 は、商品等提供利⽤者が⾃⾝で問題を解決するための出発点として、様々な記事を提供 

 しています。例えば、商品等提供利⽤者に対して、  却下された広告の対応⽅法について 

 の情報  を提供しています。 

 直接相談をしたい商品等提供利⽤者には、以下の⽅法があります：(i)  Meta プロチーム 

 に連絡する（すべての商品等提供利⽤者が利⽤可能）、または(ii) Metaのアカウントア 

 クセスライブチャットを通じて連絡する（アカウントアクセスに関連する問題がある場 
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 合）。また商品等提供利⽤者は、広告に課せられた制限（Metaによる広告ポリシーの実 

 施に起因するもの）の⾒直しを希望する場合、Ads Mangerのツール上で「Request 

 review」ボタンをクリックすることがで⾒直しをリクエストすることができます。⼤⼝ 

 の商品等提供利⽤者の場合は、他のサポートチャネルで問題が解決しない場合、よりカ 

 スタマイズされたサポートを提供できる専任の営業担当者が配属されています。 

 このようにMetaは、顧客からの問い合わせを、その深刻さ、複雑さに応じて処理するシ 

 ステムを提供しています。 

 ②  告⽰2.2.1②及び2.2.2②に関する事項 

 Metaの商品等提供利⽤者へのサービスに関する施策の詳細については、上記セクション 

 3(1)(vii)をご参照ください。また、商品等提供利⽤者に専任の営業担当者が配属されて 

 いる場合、当該担当者が商品等提供利⽤者を直接⽀援することも可能です。 

 Metaは、  商品等提供利⽤者  を含む利⽤者に対して、アカウントアクセスなどの⼀般的な 

 問題についてサポートを提供するための最善の⽅法について、常に改善を繰り返すよう 

 にしています。2022年には、  商品等提供利⽤者  が遭遇する⼤きな問題の⼀つであるアカ 

 ウントアクセスの問題や、その他のカスタマーサービスサポートの問題をサポートする 

 ために、アカウントアクセスライブチャットと呼ばれるライブチャットサービスを開始 

 しました。アカウントアクセスの問題に関連して、このチャットサービスで扱われるそ 

 の他の問題としては、是正措置または予防に関するユーザーへのアドバイス、パスワー 

 ドリセットリンクおよび認証の再送、または弊社のコミュニティ規定およびポリシーに 

 関する情報をより豊富に利⽤者に提供することなどが含まれます。 

 このライブチャット機能は、今では9カ国から⽇本を含む50カ国へと拡⼤して展開され 

 ており、ユーザーに24時間365⽇のサポートを提供しています。 

 （３）  告⽰2.3に⽰された⽅向性を実現するために講じた措置の具体的な内容及び当該措置が 
 当該⽅向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由 

 ① 告⽰2.3①に関する事項 

 上記セクション4(2)に記載されている  Meta プロチーム  およびライブチャットアカウント 
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 アクセスサポート機能に加えて、Metaは、⽇本における商品等提供利⽤者のサポートを 

 監視するために、国内管理⼈として機能横断的、組織横断的チームを設⽴しました。こ 

 のチームは専⽤メールアドレスを通じてデジタルプラットフォーム透明化法に基づいて 

 指定された窓⼝( 経済産業省の相談窓⼝及びデロイトトーマツ）とデジタルプラット 

 フォーム透明化法の遵守に関連して連絡をとり、さらにメールアドレスから寄せられる 

 問い合わせに対応しています。 

 ② 告⽰2.3②に関する事項 

 上記に述べた、⽇本に拠点を置く機能・機関横断的なチームは、すべての関係者からの 

 連絡に対応し、必要に応じて⽀援を提供しています。当初はメールでのやりとりに技術 

 的な問題がありましたが、問題発覚後はすぐに改善し、経済産業省その他関係者からの 

 問い合わせにもスムーズに対応できるようになっています。 

 （４）  告⽰2.4に⽰された⽅向性を実現するために講じた措置の具体的な内容及び当該措置が 
 当該⽅向性を実現する上で適切かつ有効なものと考える理由 

 ①  告⽰2.4.1①及び2.4.2①に関する事項 

 Metaは、問い合わせの処理件数や問い合わせの解決に要した時間などの測定値を記録・ 

 監視することで、そのパフォーマンスを継続的に評価しています。またMetaは、チャッ 

 トや電⼦メールを通じてMetaに問い合わせたすべての商品等提供利⽤者から、サポート 

 の経験に関するフィードバックを取得し、製品やサービスの改善に役⽴てています。 

 Metaは、商品等提供利⽤者からのフィードバックを重視しており、商品等提供利⽤者に 

 提供する製品やサービスを改善するために、そのようなフィードバックを利⽤していま 

 す。⼀例として、商品等提供利⽤者やその他のフィードバックに基づき、Metaは2022 

 年、アカウントアクセスの問題（商品等提供利⽤者が最も頻繁に遭遇する問題の⼀つ） 

 やその他の顧客サービスの問題に対して、アカウントアクセスライブチャットというラ 

 イブチャットサービス（上記セクション4(2)で説明）を開始しました。 

 さらにMetaは、営業⽀援担当者を配置している⼤⼝顧客に対して、年2回、顧客満⾜度 

 調査を実施し、(1）広告商品、（2）営業担当者のサービス、（3）カスタマーサポート 

 サービスの３つの点に関して意⾒を伺っています。このアンケートは、広告商品・サー 
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 ビスの改善にも活⽤させていただいています。 

 ②  告⽰2.4.1②及び2.4.2②に関する事項 

 セクション4(2)②に記載の通り、Metaの以下の領域における対策は下記の通りになりま 

 す。 

 ブランドセーフティ 

 Metaは、  ブランドセーフティコントロールに関するビジネスヘルプセンター記事（ブラ 

 ンドセーフティコントロールで設定を管理する）において  、Meta ビジネスマネージャ 

 のブランドセーフティコントロールの使⽤⽅法について、商品等提供利⽤者に明確なガ 

 イダンスを提供しています。このコントロールでは、商品等提供利⽤者が広告の表⽰場 

 所の設定を確認、管理することができます。これにより、商品等提供利⽤者は、⾃社の 

 ブランド適合性のニーズを満たさないコンテンツやパブリッシャーに広告が表⽰される 

 のを避けることができます。また、前述のとおり、営業担当者が配属されている⼤⼝の 

 商品等提供利⽤者は、配属先の営業担当者からもサポートを受けることができます。 

 ビューアビリティ 

 セクション3(1)(vi)に記載の通り、Metaは、ビジネスマネージャを通じて、ビューアビ 

 リティ指標（広告が商品等提供利⽤者のオーディエンスによって何回、どのくらいの時 

 間閲覧されたか等）を検証するための第三者ツールとの連携⽅法についての  情報（サー 

 ドパーティによるビューアビリティ検証の統合とはどのような仕組みか）  を商品等提供 

 利⽤者に提供しています。⽇本では、これらの第三者には、MOAT、Integral Ad 

 Science、およびDouble Verifyが含まれます。 

 無効なトラフィック 

 Metaは、商品等提供利⽤者に対して、広告インプレッションデータの測定⽅法、Meta 

 の⼿法がInteractive Advertising Bureauの  Digital Video Ad  Impression Measurement 

 Guidelines  、Media Rating Councilの  Minimum Standards  for Media Rating Research  お 

 よび  Invalid Traffice Detection and Filtration Standards  Addendum  にどのように整合して 

 いるかについての明確な  Facebookの⼿法に関する情報  をビジネスヘルプセンターで提 
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 供しています。また、Metaの測定⽅法は、JICDAQのグローバル認証に準拠しています 

 （  JICDAQの品質認証事業者として認定  ）。 

 ブランドの権利保護 

 Metaは、商品等提供利⽤者やその他の登録商標保持者に対し、  ブランドの権利保護ツー 

 ル  へのアクセスを提供しています。このツールは、権利侵害をしている可能性があるコ 

 ンテンツやアカウントをMetaのテクノロジー全体から⾒つけるためのシンプルな検索機 

 能を提供することにより、商品等提供利⽤者がMetaのプラットフォーム上で⾃社や顧客 

 のブランドを保護できるよう⽀援するものです。例えば、このツールは、商品等提供利 

 ⽤者が商標権や著作権を侵害する可能性のあるコンテンツやアカウント（例：  なりすま 

 しアカウント  ）を検索して⾒つけるのに役⽴ち、このツールを通じてMetaに報告するこ 

 とができます。 

 ③  告⽰2.4.2③に関する事項 

 該当なし。 

 （５）  その他法第７条第１項の規定に基づき講じた措置に関する事項 

 Facebook Japan株式会社は、上記4.3①で述べたような⽇本に拠点を置くチームの形成に加 

 え、なりすましやハッキングなどの問題に関連する専⾨家を配置しています。これらの問題 

 は、Metaのプラットフォーム上に存在する悪質な⾏為者のため、Metaと商品等提供利⽤者の双 

 ⽅による撲滅への努⼒にもかかわらず商品等提供利⽤者に影響を与え続けている、複雑な問題 

 の⼀部です。これらの専⾨家は、こういった問題の予防と対処を⽬的とした教育セッションを 

 社内で実施し、影響を受ける商品等提供利⽤者を⽀援することによって、Metaの取り組みを推 

 進しています。 

 その⼀例として、これは本報告書の対象期間後ですが、2023年4⽉、Facebook Japan株式会社 

 にて、⼤⼝の商品等提供利⽤者を対象に、Metaの広告ポリシーや運⽤に関する詳細な情報を提 

 供するためのセミナーを実施しました。このセミナーは、対⾯式とオンライン式の両⽅で開催 

 され、150名以上の参加者が集まりました。セミナー開催中および終了後に参加者からいただ 

 いたフィードバックによると、Metaの広告商品および広告ポリシーに関する理解を深めるため 

 に有益であったことが確認されました。Metaは、このようなイベントを通じて、Metaと商品等 
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 提供利⽤者との相互理解を深めることができると考えています。 

 ５.  法第９条第１項第２号から第４号までに掲げる事項について⾃ら⾏った評価に関する事 
 項 

 （１）  法第９条第１項第２号に掲げる事項について⾃ら⾏った評価に関する事項 

 2022年10⽉から2023年3⽉までの間に、Metaは商品等提供利⽤者からの問い合わせを合計 

 （略）件解決しています。このように多くの問い合わせを受けてはいますが、商品等提供利⽤ 

 者からの⼤きなクレームや、商品等提供利⽤者との⼤きな紛争は⾒受けられません。 

 Metaと取引する商品等提供利⽤者の数は膨⼤であり、商品等提供利⽤者は個⼈や中⼩企業から 

 国際的に有名で評判の⾼いブランドを持つ超⼤企業まで多岐にわたります。また、商品等提供 

 利⽤者からの問い合わせの種類は、Metaの広告商品や広告ポリシーに関する質問、アカウント 

 アクセスに関する問題、アカウントハッカーや詐欺師などの悪意ある⾏為者に関係するような 

 問題など、実に様々です。 

 Metaのような⼤規模なプラットフォームにおいて、すべての苦情を解決したり、問題の発⽣を 

 防⽌したりすることは現実的に不可能です。特に、商品等提供利⽤者によっては、Metaの広告 

 ポリシーに基づく決定に同意しない場合があり、また時として、Metaのシステムに技術的な問 

 題が発⽣する場合もあります。さらに、社会から悪質な⾏為者を排除することが不可能である 

 のと同様に、Metaのプラットフォームから悪意ある⾏為者を完全に排除することも不可能で 

 す。Metaは、このような状況の中で、⽇本の商品等提供利⽤者に対して適切にサポートを提供 

 してきていると考えており、今後もサポートの向上に努めてまいります。 

 （２）  法第９条第１項第３号に掲げる事項について⾃ら⾏った評価に関する事項 

 実際に商品を利⽤する商品等提供利⽤者のみに公開される⼀部の商品の規約を除き、弊社の規 

 約やポリシーのすべてのページは、わかりやすい⾔葉で公開され、⽇本語に翻訳されていま 

 す。また、Metaは、ビジネスヘルプセンターの記事やその他ウェブサイトで、弊社の業務をわ 

 かりやすい⾔葉で説明し、必要に応じて図解⼊りで解説しています。 

 （３）  法第９条第１項第４号に掲げる事項について⾃ら⾏った評価に関する事項 
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 上述の通り、Metaは、特定デジタルプラットフォーム事業者としての指定を受けて、 

 Facebook Japan株式会社に、デジタルプラットフォーム透明化法に基づいて指定された窓⼝か 

 らの問い合わせに対応するチームと、既存のカスタマーサポート業務を監視し必要に応じて改 

 善する部⾨横断的・組織横断的なチームを設置しました。 

 特定デジタルプラットフォーム事業者としての指定後、上記の新設チームは、Metaの広告サー 

 ビスに関する商品等提供利⽤者の問い合わせに対応できるよう、上記経済産業省が指定した窓 

 ⼝に対して、商品等提供利⽤者の広告事業や顧客サービスに関する様々な情報を提供しまし 

 た。また、Facebook Japan株式会社のチームが上記窓⼝から質問を受けた際には、質問した商 

 品等提供利⽤者のニーズに答えるべく、問題解決のための⽀援を⾏いました。 

 （４）  特定デジタルプラットフォームの事業の運営状態を踏まえ、透明性及び公平性の観点か 
 ら特に留意して講じた措置に関する事項がある場合は、当該事項及びその評価 

 Metaは、広告事業の透明性を向上させるとともに、商品等提供利⽤者の皆様から常にご意⾒を 

 いただき、製品・サービスの更なる向上に努めております。 

 上記セクション4(4)①で述べたように、Metaは年2回、顧客満⾜度調査を実施しています。この 

 ような調査を通じて、Metaは、商品等提供利⽤者からのフィードバックに基づき、製品および 

 サービスの改善を⾏うための学びを得ています。ここ数年の調査結果を分析すると、「品質・ 

 信頼性」「広告レポート」「使いやすさ」など、さまざまな⾯で商品等提供利⽤者の満⾜度が 

 年々向上しているという結果が出ています。Metaは、今後も商品等提供利⽤者により良い商品 

 とサービスを提供できるよう努⼒してまいります。 

 また、商品等提供利⽤者のみを対象としたものではありませんが、2023年1⽉より、⽇本語で 

 のアカウントアクセスライブチャットサービスを開始しました。これは、アカウントアクセス 

 が、商品等提供利⽤者を含むユーザーが最も頻繁に直⾯し、Metaに問い合わせる必要性が⾼い 

 問題の1つであるということが判明したことを受けてのものです。 

 （５）  その他法第９条第１項第２号から第４号までに掲げる事項について⾃ら⾏った評価に関 
 する事項 

 上記セクション4(4)①で述べたとおり、Metaは、  弊  社の製品、販売サポートサービス、カスタ 

 マーサポートサービスに関するMetaのパフォーマンスに関するフィードバックを得るために、 
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 年に2回、商品等提供利⽤者にアンケートを実施しています。また、Metaは、チャットまたは 

 電⼦メールを通じてMetaのサポートに連絡したすべての商品等提供利⽤者から、サポート経験 

 に関するアンケートを実施し、そのフィードバックをMetaの製品およびサービスの改善に役⽴ 

 てるようにしています。さらに、サポート対応件数や、各サポート依頼の解決に要した時間を 

 社内で把握することで、パフォーマンスの評価を続けています。Metaがサービスを提供した国 

 内の広告主や広告代理店などの商品等提供利⽤者の数は多く、それら商品等提供利⽤者から膨 

 ⼤な数の問い合わせを受けているにもかかわらず、商品等提供利⽤者からの⼤きなクレームや 

 紛争は発⽣していません。 

 上述の商品等提供利⽤者からのフィードバックを得るための施策は、Metaがデジタルプラット 

 フォーム透明化法における特定デジタルプラットフォーム事業者に指定される以前から実施し 

 ているものです。Metaは、今後も商品等提供利⽤者からフィードバックを受け、業務や製品の 

 改善に反映させる努⼒を続けることで、製品やサービスの向上に努めてまいります。 

 ****************************** 
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